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当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）について  

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向

上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関

する基本方針（会社法施行規則第118条第３号に規定されるものをいい、以下「基本方針」

といいます。）を決定するとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の

財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、本日

開催の取締役会決議により、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以

下「本プラン」といいます。）を導入することを、取締役の全員一致により決定いたしま

したので、以下のとおり、お知らせいたします。 

当社としては、平成22年９月25日に開催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」

といいます。）において、本プランにつき株主の皆様のご意思を確認させていただく予定

です。しかしながら、企業買収をめぐる近時の状況に鑑みると、後述するように当社が保

有する完全子会社である株式会社一髙たかはしの全株式を売却処分し多額の現金を保有す

る見込みであるという特殊事情も加わり、本定時株主総会において株主の皆様のご意思を

確認させていただくまでの間にも、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として

不適切な者による大量買付により当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損される可能性

は否定できず、これを防止するためには、現段階で一定の措置を講じておく必要がありま

す。以上の理由により、当社取締役会は、本定時株主総会までの措置として、平成22年５

月24日開催の取締役会において、本プランを導入することを決定いたしました。もっとも、

下記三２.(5)「本プランの発効、有効期間、廃止及び変更」のとおり、本プランは、本定

時株主総会までの間であっても、株主の皆様のご意思に従い、株主総会又は取締役会の決

議に基づいて廃止できるように設計されています。 

本プランの導入につきましては、独立役員である当社監査役３名全員が、本プランが適

正に運用されることを条件に賛同する旨の意見を述べております。 
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なお、当社は本日現在、当社株式の大量買付行為に係る提案等を受けている事実は一切

ありません。また、平成21年12月31日現在における当社の大株主の状況は、別紙１「当社

大株主の状況（平成21年12月31日現在）」のとおりです。 

 

一 基本方針の内容 

 

当社は、平成８年に現在の商号へと変更し、実質的な創業をして以来、「思い」を持

った社員とともに自らの可能性を信じ続け“世の中にあったら便利なしくみ”を自らリ

スクを負って開発し、社会に対して“すぐに利用できる具体的な形＝プラットホーム”

として提供することにこそビジネスの意味、醍醐味であるという企業理念のもと、その

実現に向けた挑戦を続けてまいりました。当社は、このような挑戦を続けることにより、

収納代行事業を中核事業として持続的な成長を実現し、平成16年には、ジャスダック市

場に上場を果たし、平成22年５月21日現在の時価総額は、9,190百万円の企業となるに至

っております。 

現在、当社が実現しようと挑戦している“世の中にあったら便利なしくみ”は、①サ

ービスや商品を購入するお客様には、時間と場所の制約を受けず“いつでもどこでも”

欲しいものを購入できる「利便性」を提供し、②一方では販売等事業者様には、前記①

の実現による「販売等機会の極大化」を可能とすべく、ＩＴによりワンストップかつリ

アルタイムに価値移動を快適に行うことができる“バリュートランスファープラットホ

ーム”です。 

当社といたしましては、今後当面の間、中核事業である収納代行事業に関して必要条

件である財務状況の健全性を保持しながらも、このような“バリュートランスファープ

ラットホーム”の拡張、拡大を目指し、「思い」を持った社員とともに、当社の企業理

念である自らリスクを負って開発した成果物を通じて、豊かな社会の発展に貢献したい

と考えております。 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理

解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していく

ことを可能とする者である必要があると考えております。当社は、当社の支配権の移転を

伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべき

ものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付がなされる場合、これが当社

の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではあり

ません。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て対象会社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、対象会社の株主に株式の売

却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の
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内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が事業計画や代替案等を提示するた

めの十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利

な条件をもたらすために買収者との協議・交渉等を必要とするものなど、対象会社の企

業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。特に、現在の当社

には、①当社の中核事業である収納代行事業を安全に遂行すべく、もともと健全な財務

状況を確保していることに加え、②当社が保有する完全子会社である株式会社一髙たか

はしの全株式を売却処分し、多額の現金を保有する見込みであるという特殊な事情が存

在いたします。（なお、上記②の点に関する詳細につきましては、本日付でプレスリリ

ースいたしました「子会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の発生に関するお知らせ」

をご参照ください。） 

したがって、当社としてはこのような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さ

ない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者と

して不適切であり、このような者による当社株式の大量買付に対しては必要かつ相当な

対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上する必要

があると考えております。 

 

二 基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

１ 企業価値向上に向けた取組み 

当社は、前述したように、平成８年の実質的創業以来、「思い」を持った社員とと

もに自らの可能性を信じ続け“世の中にあったら便利なしくみ”を自らリスクを負っ

て開発し、社会に対して“すぐに利用できる具体的な形＝プラットホーム”として提

供するという企業理念に基づき、収納代行事業者の草分けの新興企業として業績を伸

ばしてきました。そして、平成21年度には、当社の中核事業の収納代行事業に必要と

される強靭な財務体質の確保等の観点から、時価総額において大幅に逆転していた元

親会社である株式会社一髙たかはしを株式交換により完全子会社化したことに伴い、

当社の更なる成長と発展のための基盤をより強固なものとしました。 

そして、現在の当社は、①多数の事業者様からの信頼を得て、そのお客様から多額

の収納金を預かるとともに、②お取引いただく収納代行機関様も増え、また、社内関

係においては、③株式交換により株式会社一髙たかはしの株主様に当社の株主様にな

っていただくなど株主様の数も増え、④事業の拡大に合わせて社員の数も増えました。

そこで、当社は、ＩＴ関係の新興企業から、このような多種多様なステークホルダー

の皆様に、よりご満足いただける企業に生まれ変わるべく、原価構成分析システムの

構築を通じて事業内容の可視化を進め、新規事業取組プロセスの透明化を図り、それ

らを支援するための人事評価システムを更新するとともに、下記２のようにコーポレ

ート・ガバナンスの強化にも取り組んでおります。 
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２ コーポレート・ガバナンスについて 

当社は、事業規模の拡大及び事業内容の複雑化を踏まえ、平成21年度以降、実質的

創業メンバーに加えて、業務執行体制強化のために取締役数を増員し、さらに独立役

員となる社外取締役及び社外監査役を経営陣に迎えて、コーポレート・ガバナンスの

確立と強化を図ってまいりました。各独立役員は、当社取締役会において忌憚のない

意見を述べ、時には実際に経営者提案の議案に反対するなど、経営者に対する牽制、

監督機能を十分に果しております。 
 

３ 株主に対する利益還元について 

当社は、“世の中にあったら便利なしくみ”を自らリスクを負って開発するという

当社の企業理念の実現や、中核事業である収納代行事業の遂行には健全な財務体質が

強く要請されることから、十分な内部留保の確保が必要と考えております。しかしな

がら、他方では、当社は、株主の皆様に積極的に支持される会社でありたいと願って

おり、そのための施策の一環として、今後、従来以上に配当性向にも配慮していく方

針でおります。 

 

三 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取組み 

 

１ 本プラン導入の目的 

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを

目的として、基本方針に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する

おそれのある当社株式の大量買付等がなされることを防止するために導入されるもの

です。 

そして、すでに述べてきたように、当社は、当社の保有する完全子会社である株式

会社一髙たかはしの全株式を売却処分するなどし、多額の現金を保有する見込みであ

るという特殊な事情が存在いたします。 

また、当社の主要株主についていえば、平成22年５月21日現在、総株主の議決権の

数に対する割合にして約12％を保有する株式会社日本政策投資銀行を除けば、いずれ

も５％以下に過ぎず、確固たる安定株主が存在しない状態といえます。 

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式の大量買付が行われた際に、当該

大量買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の

皆様に事業計画や代替案等を提示するために必要な時間及び情報を確保するとともに、

株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことなどを可能とすることにより、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが
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必要不可欠であると判断いたしました。  
そこで、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び

事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一環として、本プラン

を導入することを決定いたしました。 

 

 

２．本プランの内容  

 

(1) 本プランの概要  

 

(a) 本プランに係る手続き  

本プランは、当社の株券等に対する買付等（下記(2)「本プランに係る手続き」

(a)に定義されます。以下同じ。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買

付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、

当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様

に取締役会の事業計画や代替案等を提示したり、買付者等との協議・交渉等を行

ったりするための手続きを定めています（下記(2)「本プランに係る手続き」をご

参照ください。）。なお、買付者等には、本プランに係る手続きを遵守いただき、

本プランに係る手続きの開始後、当社取締役会において新株予約権の無償割当て

の実施若しくは不実施に関する決議がなされるまでの間、又は株主総会において

新株予約権の無償割当ての実施若しくは不実施に関する決議がなされるまでの間、

買付等を進めてはならないものとしています。 

 

(b) 新株予約権の無償割当ての利用  

買付者等が本プランにおいて定められた手続きに従うことなく買付等を行うな

ど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認めら

れる場合（その要件の詳細については下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」

をご参照ください。）には、当社は当該買付者等による権利行使は原則として認

められないとの行使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引き換

えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（その主な内容は

下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下「本新

株予約権」といいます。）をその時点のすべての株主の皆様に対して新株予約権

無償割当ての方法（会社法第277条以降に規定されます。）により割り当てます。  

 

(c) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用 

本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等の判断につ
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いて、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則（その概要については

別紙２をご参照ください。）に従い、当社経営陣から独立した、企業経営等に関

する専門的知識を有する者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、

株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保すること

としています。  

当初の独立委員会は、独立性の高い３名により構成される予定です。その委員の

氏名及び略歴は別紙３のとおりです（独立委員会委員の選任基準、決議要件及び

決議事項については別紙２をご参照ください。）。  

 

(d) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得  

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆

様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と

引き換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当

該買付者等の有する当社株式の議決権割合は最大50％まで希釈化される可能性が

あります。  

 

(2) 本プランに係る手続き  

 

(a) 対象となる買付等  

本プランは、次の①又は②若しくはこれらに類似する行為又はこれらの提案1（当

社取締役会が別途認めるものを除き、以下「買付等」といいます。）買付等がな

される場合を適用対象とします。買付者等には、予め本プランに定められる手続

きに従っていただくこととします。  

① 当社が発行者である株券等2について、保有者3の株券等保有割合4が20％以上と

なる買付等  

② 当社が発行者である株券等5について、公開買付け6を行う者の株券等所有割合7 

 

1 「提案」は第三者に対する勧誘行為を含みます。  

2 金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。  

3 金融商品取引法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該当す

ると認めた者を含みます。）。本書において同じとします。 

4 金融商品取引法第27条の23第４項に定義されます。本書において同じとします。 

5 金融商品取引法第27条の２第１項に定義されます。②において同じとします。 

6 金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。本書において同じとします。 

7 金融商品取引法第27条の２第８項に定義されます。本書において同じとします。 
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及びその特別関係者8の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け  

 

(b) 意向表明書の提出  

買付者等は、買付等の開始又は実行に先立ち、別途当社の定める書式により、本

プランの手続きを遵守する旨の誓約文言等を含む書面（買付者等の代表者による

署名又は記名捺印のなされたもの）及び当該署名又は捺印を行った代表者の資格

証明書（以下、これらをあわせて「意向表明書」といいます。）を当社に対して

提出していただきます。意向表明書には、買付者等の氏名又は名称、住所又は本

店、事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先及

び企図されている買付等の概要等を明示していただきます。なお、意向表明書及

び下記(c)に定める買付説明書における使用言語は日本語に限ります。  

 

(c) 買付者等に対する情報提供の要求  

当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、買付説明書（以下に定義

されます。）の様式（買付者等が当社に提供すべき情報のリストを含みます。）

を買付者等に対して交付いたします。買付者等は、当社が交付した書式に従い、

下記の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）等を記載した書面

（以下「買付説明書」と総称します。）を当社取締役会に対して提出していただ

きます。  

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供

するものとします。独立委員会は、これを受けて、買付者等による買付等の方法

等の事情も考慮の上、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であ

ると判断した場合には、直接又は当社取締役会を通して間接に、買付者等に対し、

適宜回答期限を定めた上、本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあり

ます。この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる本必要情報を追

加的に提出していただきます。 

 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者9、特別関係者及び（ファンドの場合は）

各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内 

 

8 金融商品取引法第27条の２第７項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みま

す。）。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に

関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。本書において同じとします。 

9 金融商品取引法第27条の23第５項に規定される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみ

なされる者を含みます（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）。本書において同じと

します。 
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容、経営成績、法令違反をしたことがある場合や法令遵守に関して監督官庁から

指導等を受けたことがある場合はその具体的内容、当該買付等による買付等と同

種の取引の経験及びその結果、当該過去の取引が対象会社の企業価値に与えた影

響等を含みます。）  

② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期・方

法、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関す

る情報等を含みます。）  

③ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用

いた数値情報、買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー

の内容、及びそのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容等を含みま

す。）  

④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的

名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。）  

⑤ 買付者等と第三者との間の当社の株券等に関する合意（締結日、相手方及びそ

の具体的内容を含みます。）  

⑥ 買付等の後の当社の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策  

⑦ 買付等の後における当社の社員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者

に対する対応方針  

⑧ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策  

⑨ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく買

付等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報

の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、

原則として、下記(e)①に記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の

無償割当てを実施することを勧告します。 

 

(d) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案等の検討  

① 当社取締役会に対する情報提供の要求  

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加的に提出を求

められた本必要情報（もしあれば）が提出された場合、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益の確保・向上という観点から買付説明書及び本必要情報の内

容と当社取締役会の事業計画、当社取締役会による企業評価等との比較検討等

を行うために、当社取締役会に対しても、当社取締役会による情報収集や企業

価値評価等の検討（必要に応じ、外部専門家による検討を含みます。）等に必

要な時間を考慮して適宜回答期限（原則として60日以内とします。なお、かか
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る期間は、当社の事業規模、事業の性格、事業の特殊性、株主構成等に鑑み、

当社取締役会が、外部専門家による検討結果等を踏まえ、意見、根拠資料その

他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提供するのに必要な期間とし

て設定しておりますが、当社取締役会としては可能な限り速やかに所要の検討

を行うことといたします。）を定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意

見（留保する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。）、その根拠

資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料

等を提供するよう要求することがあります。  

 

② 独立委員会による検討作業  

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記①のとおり情報・資

料等の提供を要求した場合には）当社取締役会からの情報・資料等（追加的に提

供を要求したものも含みます。）の提供が十分になされたと独立委員会が認めた

場合、原則として最長60日間の検討期間（ただし、下記(e)③に記載する場合等

には、独立委員会は最長30日間の範囲内で当該期間の延長・再延長をその決議を

もって行うことができるものとします。）（以下「独立委員会検討期間」といい

ます。）を設定します。独立委員会は、独立委員会検討期間において、買付者等

の買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収

集・比較検討、及び当社取締役会の提示する代替案の検討等を行います。また、

独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点

から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、独立委員会検討期間に

おいて、直接又は当社取締役会を通して間接に、当該買付者等と協議・交渉等を

行い、また、当社取締役会の提示する事業計画や代替案等の株主の皆様に対する

提示等を行うものとします。  

独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するように

なされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者

（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその

他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。  

買付者等は、独立委員会が、直接又は当社取締役会を通して間接に、検討資料

その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなけ

ればならないものとします。 
 

(e) 独立委員会の勧告  

独立委員会は、買付者等が現れた場合において、次のとおり、当社取締役会に対

する勧告等を行うものとします。  
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① 本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合  

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続きを遵守しなかった場合、

又は買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者

等による買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件の

いずれかに該当すると判断し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当

であると判断した場合には、独立委員会検討期間の開始又は終了の有無を問わず、

当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。  

ただし、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後

も、次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予

約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権

の無償割当てを中止し、又は本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降、本新

株予約権の行使期間開始日（下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」(f)

において定義されます。）の前日までにおいては本新株予約権を無償にて取得す

べき旨の新たな勧告を行うことができるものとします。  

 

(ｲ) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなっ

た場合  

(ﾛ) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による

買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれ

にも該当しないか、又は該当しても本新株予約権の無償割当てを実施するこ

と若しくは行使を認めることが相当でない場合 

なお、独立委員会は、本新株予約権の無償割当てを相当と判断する場合でも、

予め本新株予約権の無償割当ての実施について株主総会の決議を得ることが相

当であると判断するときは、当社取締役会に、その旨を勧告するものとします。 
 

② 本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合  

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討（当社取締役会の事業計画・代

替案との比較検討等を含みます。）、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者

等による買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件の

いずれにも該当しないか、該当しても本新株予約権の無償割当てを実施すること

が相当ではないと判断した場合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、

当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告しま

す。  

ただし、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した後

も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買

付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定めるいずれかに該当す
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ると判断し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断する

に至った場合には、本新株予約権の無償割当てを実施することの新たな勧告を含

む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。  

 

③ 独立委員会検討期間の延長を行う場合  

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間の満了時までに、本新株予約権の無

償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、買

付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等、代替案の検討等に必

要とされる合理的な範囲内で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行いま

す（なお、当該期間延長後、さらなる期間の延長を行う場合においても同様の手

続きによるものとします。）。  

上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、

その延長の目的である情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株

予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うよう最大限努めるものとし

ます。 
 

(f) 取締役会の決議  

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割

当ての実施又は不実施等（本新株予約権の無償割当ての中止を含みます。）に関

する会社法上の機関としての決議を速やかに行うものとします。  

 

(g) 株主意思確認総会の開催  

当社取締役会は、(ⅰ)独立委員会から予め本新株予約権の無償割当ての実施につ

いて株主総会の決議を得るべき旨を勧告された場合、又は(ⅱ)当該買付等につき、

下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」(b)ないし(e)への該当性が問題とな

る場合において、当社取締役会が、株主総会の開催に要する時間等を勘案した上、

善管注意義務に照らし株主の意思を確認することが適切と判断する場合には、実

務上可能な限り速やかに株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を

招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議するものとします。

当社取締役会は、株主意思確認総会において本新株予約権の無償割当ての実施を

承認する旨の決議がなされた場合には、当該決議に従い、本新株予約権の無償割

当てに必要な手続きを遂行します。  

買付者等は、本プランに係る手続きの開始後、当社取締役会が本新株予約権の無

償割当ての実施若しくは不実施に関する決議を行うまでの間、又は株主意思確認

総会が開催される場合には株主意思確認総会において本新株予約権の無償割当て

の実施に関する決議がなされるまでの間、買付等を実施してはならないものとし
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ます。  

 

(h) 情報開示  

当社は、本プランの運用に際しては、適用ある法令又は金融商品取引所の規程等

に従い、本プランの各手続きの進捗状況（意向表明書・買付説明書が提出された

事実、独立委員会検討期間が開始した事実及び独立委員会検討期間の延長が行わ

れた事実を含みます。）又は独立委員会による勧告等の概要、当社取締役会の決

議の概要、株主意思確認総会の決議の概要、その他独立委員会又は当社取締役会

が適切と考える事項について、適時に情報開示を行います。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての要件  

当社は、買付者等による買付等が次の(a)から(e)のいずれかに該当し、かつ、本新

株予約権の無償割当てを実施することが相当と認められる場合、上記(2)「本プラン

に係る手続き」(f)及び(g)に記載される当社取締役会又は株主意思確認総会の決議に

より、本新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記(2)

「本プランに係る手続き」(e)のとおり、買付者等が次の要件に該当し本新株予約権

の無償割当てを実施することが相当か否かについては、必ず独立委員会の判断を経て

決定されることになります。  

 

(a) 次に掲げるような、上記(2)「本プランに係る手続き」に定める手続きを遵守し

ない買付等である場合  

① 当社取締役会に、当該買付等に対する代替案等を提示するために合理的に必要

な期間を与えることなく行われる買付等である場合  

② 独立委員会に本プランに定める独立委員会検討期間を与えることなく行われ

る買付等である場合  

③ 株主意思確認総会が開催される場合において、株主意思確認総会の決議を待た

ずに行われる買付等である場合  

④ 本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報

を十分に提供することなく行われる買付等である場合  

 

(b) 次に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合  

① 株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する

行為  

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当

社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為  
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③ 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として

流用する行為  

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等

を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的な高配

当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為  

⑤ 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら株価を上昇させて高

値で当社関係者等に引き取らせる目的で買収を行うような行為 

 

(c) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目

の買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等

の株式買付を行うことをいいます。）等、株主に株式の売却を事実上強要するお

それのある買付等である場合 

 

(d) 買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期・方法、関連する取

引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性、買付等の後の経営方

針・事業計画、並びに買付等の後における当社の他の株主、当社の社員、顧客、

取引先その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針等を含みます。）が当社

の本源的価値に鑑み著しく不十分又は不適当な買付等である場合  

 

(e) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の社員、顧客、取引先等との

関係又は当社の企業価値の源泉、ブランド価値若しくは企業文化を破壊すること

などにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをも

たらす買付等である場合 

 

(4) 本新株予約権の無償割当ての概要  

本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、次のとおりです。  

 

(a) 本新株予約権の数  

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議又は株主総会決議（以下「本新

株予約権無償割当て決議」といいます。）において別途定める一定の日（以下「割

当期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点

において当社の有する当社株式の数を控除します。）に相当する数とします。  

 

(b) 割当対象株主  

割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、そ

の保有する当社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を無償
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で割り当てます。  

 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日  

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。  

 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数  

本新株予約権１個の目的である株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、

別途調整がない限り１株とします。  

 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に

際して出資される財産の当社株式１株当たりの価額は、１円を下限として本新株

予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。 

 

(f) 本新株予約権の行使期間  

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日（以下、かかる行使期

間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、１ヵ月間から６ヵ月間まで

の範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。  

 

(g) 本新株予約権の行使条件  

(Ⅰ)特定大量保有者10､(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者､(Ⅲ)特定大量買付者11、 

 

１０ 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が

20％以上となる者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。ただし、その

者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締

役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定

大量保有者に該当しないものとします。本書において同じとします。  

11 「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の２

第１項に定義されます。以下本脚注12において同じとします。）の買付け等（同法第27条の２第１項に定

義されます。以下本脚注12において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後に

おけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第１項に定める場合を含みま

す。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20％以上となる

者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。ただし、その者が当社の株

券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた

者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量買付者に

該当しないものとします。本書において同じとします。  
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 (Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、若しくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)から(Ⅳ)のいずれか

に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け

若しくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)から(Ⅴ)のいずれかに該当する者の関

連者12（以下、(Ⅰ)から(Ⅵ)のいずれかに該当する者を「非適格者」と総称しま

す。）は、一定の例外事由13が存する場合を除き、本新株予約権を行使すること

ができません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の

手続きが必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することが

できません（ただし、非居住者のうち当該外国の適用法令上、適用除外規定が

利用できる者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する本

新株予約権も、下記(i)のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象と

なります。）。さらに、本新株予約権の行使条件を充足していること等について

の表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約

書を提出しない者も、本新株予約権を行使することができません。 

 

(h) 本新株予約権の譲渡制限  

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。  

 

(i) 当社による本新株予約権の取得  

 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得 

 

12 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下

にある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた

者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会

社法施行規則第３条第３項に定義されます。）をいいます。 

13 具体的には、(x)買付者等が本新株予約権無償割当て決議後に買付等を中止若しくは撤回し、又は爾後買

付等を実施しないことを誓約するとともに、買付者等その他の非適格者が当社が認める証券会社に委託を

して当社株式を処分した場合で、かつ、(y)買付者等の株券等保有割合（ただし、株券等保有割合の計算に

あたっては、買付者等やその共同保有者以外の非適格者についても当該買付者等の共同保有者とみなして

算定を行うものとし、また、非適格者の保有する本新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは

除外して算定するものとします。）として当社取締役会が認めた割合（以下「非適格者株券等保有割合」と

いいます。）が(i)当該買付等の前における非適格者株券等保有割合又は(ii)20％のいずれか低い方を下回っ

ている場合は、当該処分を行った買付者等その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する

株式の数を目的とする本新株予約権につき、当該下回る割合の範囲内で行使することができることなどが

例外事由として定められることが予定されています。なお、かかる非適格者による本新株予約権の行使の

条件及び手続等の詳細については、別途当社取締役会が定めるものとします。   
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することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定

める日において、すべての本新株予約権を無償にて取得することができるものと

します。  

② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本

新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使のもの

すべてを取得し、これと引き換えに、本新株予約権１個につき対象株式数の当社

株式を交付することができます。また、当社が取得を実施した日以降に、非適格

者以外の第三者が譲渡等により非適格者が有していた本新株予約権を有するに

至った場合には、当該本新株予約権につき、当社はかかる本新株予約権の取得を

行うことができます。  

 

(j) 合併､吸収分割､新設分割､株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

本新株予約権無償割当て決議において別途定めます。  

 

(k) 新株予約権証券の発行  

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。  

 

(l) その他  

上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割当て決

議において別途定めるものとします。 

 

(5) 本プランの発効、有効期間、廃止及び変更  

本プランは、本日（平成22年５月24日）開催の取締役会決議により導入されまし

たが、有効期限を平成22年９月25日開催予定の本定時株主総会の終結の時までとし

ます。株主の皆様の意思を反映するため、本定時株主総会に本プランの継続につい

てお諮りしますが、本プランの継続に関する承認については、いわゆる勧告的決議

として、本定時株主総会における普通決議により賛否を決するものとします。なお、

これを株主の皆様にご承認いただいた場合、本プランの有効期間は、本定時株主総

会の終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総

会の終結の時まで延長されるものとします。ただし、本プランの有効期間中であっ

ても、当社株主総会又は当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行わ

れた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。また、当社取締役

会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、証券取引所規則

等の新設若しくは改廃が行われ、又は重要な司法判断が示され、当該新設、改廃又

は判断を反映するのが適切である場合、形式的な修正を行うのが適切である場合、
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株主総会決議の趣旨の範囲内で独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正・変

更することがあります。 

当社は、本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変更等の

事実及び（変更の場合には）変更等の内容その他の事項について、情報の公表を速

やかに行います。  

 

３．株主の皆様等への影響  

 

(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響  

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんの

で、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。  

 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響  

当社取締役会又は当社株主総会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場

合には、本新株予約権無償割当て決議において別途定める割当期日における株主の皆

様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権１個の割合で本新株予約権が無

償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払い込み

その他下記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き」

(b)において詳述する本新株予約権の行使に係る手続きを経なければ、他の株主の皆

様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化されることにな

ります。ただし、当社は、下記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様

に必要となる手続き」(c)に記載する手続きにより、非適格者以外の株主の皆様から

本新株予約権を取得し、それと引き換えに当社株式を交付することがあります。当社

がかかる取得の手続きを取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の

行使及び行使価額相当の金銭の払い込みをせずに、当社株式を受領することとなり、

保有する当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じますが、原則として、保有する当

社株式全体の価値の経済的な希釈化は生じません。  

なお、当社は、割当期日や本新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、例

えば、買付者等が買付等を撤回した等の事情により、本新株予約権の無償割当てに係

る権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、又は

本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降、本新株予約権の行使期間開始日の前日

までにおいては本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて本新株予約

権を取得することがあります。これらの場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化

は生じませんので、１株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買

を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。  
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(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き  

 

(a) 本新株予約権の無償割当ての手続き  

当社取締役会又は当社株主総会において、本新株予約権無償割当て決議を行った

場合には、当社は、本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。

この場合、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主に本新株予

約権が無償にて割り当てられ、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、

当然に新株予約権者となります。  

 

(b) 本新株予約権の行使の手続き  

当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対

し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及

び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、並びに株主ご自身が非適格者で

ないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言、並びに当社株

式の割当対象株主の皆様の口座への振替に必要な情報を含む当社所定の書式によ

るものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。

本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、権利行使期間内でかつ当

社による本新株予約権の取得の効力が発生するまでに、これらの必要書類を提出

した上、本新株予約権１個当たり、１円を下限として当社取締役会又は当社株主

総会における本新株予約権無償割当て決議において定める価額を払込取扱場所に

払い込むことにより、本新株予約権１個につき１株の当社株式が発行されること

になります。 

 

(c) 当社による新株予約権の取得の手続き  

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の

手続きに従い、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を取得しま

す。また、本新株予約権の取得と引き換えに当社株式を株主の皆様に交付すると

きは、速やかにこれを交付いたします。この場合、かかる株主の皆様には、別途、

ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約

文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。  
 
上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法

の詳細につきましては、当社取締役会又は当社株主総会において本新株予約権無償

割当て決議が行われた後、株主及び投資家の皆様に対して情報開示又は通知いたし

ますので、当該内容をご確認ください。 
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四 上記の取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当社の取締役会の判断及びその判

断に係る理由  

 

１．当該取組みが基本方針に沿うものであること  

本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべき

か否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に事業計画・代替

案等を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等

と協議・交渉等を行ったりすることを可能とすることにより、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものであります。  

 

２．当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものではないこと  

当社は、次の理由から、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取組み

は、当社の株主共同の利益を損なうものでなく、また、当社の会社役員の地位の維持

を目的とするものではないと考えております。 

 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること  

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株

主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完

全に充足しております。また、本プランは、企業価値研究会が平成20年６月30日に発

表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を勘案した内容となっ

ております。 

 

(2) 株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）  

当社は、上記三２．(5)「本プランの発効、有効期間、廃止及び変更」に記載のと

おり、その発効は当社取締役会決議によるものですが、本定時株主総会において本プ

ランにつき承認可決の決議がなされることを条件として本プランを継続させていた

だく予定であります。また、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会

において、本プランを廃止する旨の決議がなされた場合、株主総会で選任された取締

役により構成される取締役会において、本プランを廃止する旨の決議がなされた場合

には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの導入及

び廃止は、当社株主の皆様の意思に基づくこととなっております。 

 

(3) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示  

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様
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のために、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う

機関として独立委員会を設置いたします。  

実際に当社に対して買付等がなされた場合には、上記三２．(2)「本プランに係る

手続き」に記載のとおり、こうした独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付

等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するか否かなどの実質的な判断

を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行

うことといたします。  

このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとと

もに、その判断の概要については株主及び投資家の皆様に情報開示をすることとされ

ており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運

営が行われる仕組みが確保されております。  

なお、当初の独立委員会は、独立性の高い３名により構成される予定であります（独

立委員会の委員選任基準、決議要件及び決議事項等については別紙２をご参照くださ

い。また、当初の独立委員会の委員は別紙３をご参照ください。）。 

 

(4) 合理的な客観的要件の設定  

本プランは、上記三２．(2)(e)「独立委員会の勧告」及び三２．(3)「本新株予約

権の無償割当ての要件」に記載のとおり、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されな

ければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止

するための仕組みを確保しているものといえます。  

 

(5) 外部専門家の意見の取得  

買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナ

ンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含

みます。）の助言を受けることができるものとしております。これにより、独立委員

会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっております。  

 

(6) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと  

上記三２．(5)の「本プランの発効、有効期間、廃止及び変更」に記載のとおり、

本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取

締役により、廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収

防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防

衛策）ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランは

スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないた

め、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。  

以 上  
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別紙１ 

当社大株主の状況（平成 21 年 12 月 31 日現在） 

 

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％） 

株式会社一髙たかはし 31,025 26.97 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,160 4.48 

株式会社三井住友銀行 4,766 4.14 

東京中小企業投資育成株式会社 4,668 4.05 

柳本 孝志 4,648 4.04 

株式会社北洋銀行 3,792 3.29 

株式会社北海道銀行 2,892 2.51 

髙橋 雄一郎 2,616 2.27 

宮澤 一洋 2,280 1.98 

萬 範幸 2,280 1.98 

（注）１ 連結子会社である株式会社一髙たかはしは、平成 22 年３月 30 日付で 11,500 株

を株式会社日本政策投資銀行へ、250 株を株式会社三井住友銀行へ譲渡しており

ます。また、当社は連結子会社である株式会社一髙たかはしから、平成 22 年４

月 30 日付で 10,500 株を自己株取得しております。 
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別紙２ 

 

独立委員会規則の概要  

 

・独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。  

・独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(ⅰ)

当社社外取締役又は(ⅱ)当社社外監査役、又は(ⅲ)社外の有識者のいずれかに該当する者

から、当社取締役会が選任する。ただし、社外の有識者は、実績ある会社経営者、官庁出

身者、投資銀行業務若しくは当社の業務に精通する者、弁護士、公認会計士若しくは会社

法等を主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途

当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でな

ければならない。  

・独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、当社取締役会の決議によ

り別段の定めをした場合はこの限りでない。当社社外取締役又は当社社外監査役であった

独立委員会委員が、取締役又は監査役でなくなった場合（再任された場合を除く。）には、

独立委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。  

・独立委員会は、次の①から③に定める事項について決定し、その決定の内容を、その理

由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委員会の勧告を最

大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関として

の決議を行う（ただし、①に定める事項につき、株主意思確認総会において別段の決議が

なされた場合には、当該決議に従う。）。なお、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、

こうした決定にあたっては、専ら当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否か

の観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益をはかることを目

的としてはならない。  

① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施（これらの事項についての株主総会へ

の付議の実施を含む）  

② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得  

③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問し

た事項  

・上記に定めるところに加え、独立委員会は、次の①から⑨に定める事項を行う。  

① 当該買付等が本プランの発動の対象となるかどうかの判断  

② 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期限の決

定  

③ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 

④ 買付者等との協議・交渉  
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⑤ 当社取締役会に対する代替案等の提示の要求・代替案等の検討  

⑥ 独立委員会検討期間の延長の決定  

⑦ 本プランの修正又は変更の承認  

⑧ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項  

⑨ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項  

・独立委員会は、買付者等に対し、提出された情報が本必要情報として不十分であると判

断した場合には、追加的に本必要情報を提出するよう求める。また、独立委員会は、買付

者等から、買付説明書及び独立委員会から追加提出を求められた本必要情報が提出された

場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、買付者等の買付等の内容に対する意見

及びその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資

料等を提供するよう要求することができる。  

・独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から買

付者等の買付等の内容を改善させるために必要があれば、直接又は当社取締役会を通して

間接に、買付者等と協議・交渉等を行うものとし、また、当社取締役会等の代替案の株主

等に対する提示等を行うものとする。  

・独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、社員その他独立委

員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求めるこ

とができる。  

・独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公

認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ること等ができ

る。  

・各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集すること

ができる。  

・独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席（テレビ会議又は電話会

議による出席を含む。以下同じ。）し、その過半数をもってこれを行う。ただし、委員に

事故あるときその他やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の過半数が出席し、

その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。  

以 上 
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別紙３ 

独立委員会委員の氏名及び略歴 

 

氏  名 略  歴 

赤澤 正通 

（あかざわ まさみち） 

昭和 44 年４月  三井物産㈱入社 

平成 11 年 10 月 テクノレント㈱代表取締役社長就任 

平成13年４月  三井物産マシナリー㈱代表取締役副社長就任

平成 21 年６月  当社監査役就任（現任） 

森 俊明 

（もり としあき） 

昭和 63 年４月  サンワ等松青木監査法人（現有限責任監査法

人トーマツ）入所  

平成３年４月  公認会計士登録 

平成９年８月  椿勲公認会計士事務所入所 

平成 15 年４月  税理士登録 

平成 15 年９月  ブリッジ総合会計事務所代表 

平成 18 年９月  ㈱サイバックス会計参与（現任） 

平成 19 年６月  ㈱ひまわりホールディングス社外監査役（現

任） 

平成 19 年６月  一般社団法人知的財産教育協会監事（現任）

平成 21 年 11 月 ＢＥ１総合会計事務所代表（現任） 

平成 21年 12月 ㈱文教堂グループホールディングス社外取締

        役（現任） 

小澤 幹人 

（おざわ みきと） 

平成 18 年 11 月 司法試験合格 

平成 19 年９月  東京第二弁護士会登録 

平成 19 年９月  佐藤総合法律事務所入所 

平成 21 年１月  東山法律事務所設立、代表就任 

平成 21 年６月  当社監査役就任 

平成 21 年７月  港国際法律事務所入所（現任） 

平成 21 年９月  当社取締役就任（現任）  

（注１） 赤澤正通氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。また、小 

澤幹人氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役であります。両氏と当社    

との間に特別な利害関係はなく、取引関係もありません。 

（注２） 森俊明氏と当社との間に特別な利害関係はなく、取引関係もありません。 

 


